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議 長 只今より平成２５年度第１１回錦江町農業委員会定例総会の会議を開会いたします。

本日の総会は、平原委員から欠席の届け出がありましたが、委員２０名中１９名の出席
で、定足数に達しており、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により総会は成立して
いることをお知らせします。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会議録署名
委員に ６番 黒瀬委員 と ７番 牧原委員 を指名いたしますので、よろしくお願いい
たします。

次に事務局から会務報告と説明をお願いします。

事務局 （会務報告と説明）

議 長 只今の会務報告について、ご質問ございませんか。

委 員 （委員からの発言なし）

議 長 ないようでありますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
「議案第４２号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更・除外）について」

を議題とします。
事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは 「議案第４２号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更・除外）
について」 説明いたします。

初めに、用途区分の変更について説明いたします。資料は、３ページからになります。
この件につきましては、錦江町長へ申し出のあった農業振興地域（農地利用計画）変更

申出のうち、用途区分変更に係る２件について、２月５日付で、農業委員会に対して町長
から意見を求められているものであります。

まず、１件目につきましては、畜舎増設のために畑の一部を農業用施設用地に用途変更
するものです。

申請者は、 Ｋ・Ｋ さん、 Ｋ 自治会の方です。
この件につきましては、補助事業の関係で急を要するとのことで、農地法第４条による

転用の許可申請も出されておりますので、この後の議案第４４号で審議をしていただきま
す。

申請地は、神川字丸尾７４０９番２４、地目は台帳現況ともに畑、地籍は３，６１８㎡
でありますが、このうち１,６１４㎡を農業用施設用地とすものです。

２件目につきましては、畜舎建設及び運動場整備のために畑の一部を農業用施設用地に
用途変更するものです。

申請者は、 Ｓ・Ｍ さん、 Ｋ 自治会の方で、申請地は、 Ｓ さんが Ｋ 市在
住の Ｈ・Ｋ さんから借地しているところで、本件については、土地所有者である Ｈ
さんも同意申請人となっています。

申請地は、神川字中平４４６６番、地目は台帳現況ともに畑、地籍は３，０９２㎡であ
りますが、このうち２,３３０㎡を農業用施設用地とすものです。

この件につきましては、今後、農地法第５条による転用申請が出されることになりま
す。

受付番号７９１号と７９２号の事業計画の概要等につきましては、それぞれ資料を添付
してありますので、確認してください。

これら２件に関する担当調査委員は、１９番の德永委員です。

事務局 次に、除外について、説明いたします。

この件につきましては、錦江町長へ申し出のあった農業振興地域（農地利用計画）変更
申出のうち、除外に係る３件について、２月５日付で、農業委員会に対して町長から意見
を求められているものです。



事務局 変更の理由及び内容につきましては、いずれも、太陽光発電設備設置のために現況の畑
から太陽光発電施設用地へ変更するものであります。

また、代替地についての検討結果及び農用地転用許可申請にかかる農業振興地域除外に
ついての周辺農地所有者の同意の他、事業計画の概要等についても、それぞれ、資料を添
付してありますので、確認をお願いします

１件目について説明いたします。
総会資料の１８ページからになります。
申請者は、 Ｔ さん、 Ｏ 市に拠点を置く事業体です。
申請地は、
・神川字上小牧５９８８番３、地目は台帳は原野で現況は荒地、地籍は５，２８５㎡
次が、神川字上小牧５９８８番２、地目は台帳現況ともに畑、地籍は４，０８４㎡
次が、神川字上小牧５９９７番２、地目は台帳現況ともに畑、地籍は７，１５７㎡で

３筆の合計は、１６，５２６㎡となっています。
この件に関する担当調査員は、１１番の宿利原委員です。

２件目は、総会資料の２５ページからになります。
申請者は、 Ｉ・Ｙ さん、 Ｂ 自治会の方です。
申請地は、
・田代麓字荒田原４５８６番１５、地目は台帳が山林で現況は畑、地籍は３，５８０㎡
次が、田代麓字荒田原4586番14、地目は台帳が山林で現況は畑、地籍は３、５５７㎡
次が、田代麓字荒田原4586番123、地目は台帳が山林で現況は畑、地籍は２，３４３㎡

で、３筆の合計は、９，４８０㎡となっています。

事務局 ３件目は、総会資料の３２ページからになります。
申請者は、除外に係る１件目と同じ、 Ｔ さんです。
申請地は、
・田代麓字荒田原４５８６番６３、地目は台帳が山林で現況は畑、地籍は１，０６１㎡
次が、田代麓字荒田原4586番65、地目は台帳が山林で現況は畑、地籍は３、１９３㎡
次が、田代麓字荒田原4586番70、地目は台帳が山林で現況は畑、地籍は３，０３１㎡
次が、田代麓字荒田原4586番16、地目は台帳現況ともに畑、地籍は４，６０１㎡
次が、田代麓字荒田原4586番64、地目は台帳が山林で現況は畑、地籍は３、１４３㎡
次が、田代麓字荒田原4586番66、地目は台帳が山林で現況は畑、地籍は４，６１４㎡
次が、田代麓字荒田原4586番54、地目は台帳が山林で現況は畑、地籍は４，５７５㎡
次が、田代麓字荒田原4586番５、地目は台帳現況ともに畑、地籍は１，９８８㎡
次が、田代麓字荒田原4586番６、地目は台帳現況ともに畑、地籍は１，５１９㎡
次が、田代麓字荒田原4586番19、地目は台帳現況ともに畑、地籍は１，０２１㎡
次が、田代麓字荒田原4586番20、地目は台帳現況ともに畑、地籍は ２．００㎡

で、１１筆の合計は、２８，７４８㎡となっています。
続けて説明いたしましたが、２件目、３件目に関する担当調査員は、３番の東郷委員で

す。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、德永委員から順次、調査報告をお願いいたし
ます。

初めに、用途区分変更についてを、１９番德永委員、お願いいたします。

19番
德永委員

はい。
用途区分変更の１件目の Ｋ・Ｋ さんですが、現在の牛舎を増築するという計画で

す。
現在の牛舎は、自分の畑の中にあるんですけれども、畑３，６１８㎡のうちの一部

１，６１４㎡を用途変更して、そこに牛舎を建てるということです。
近辺の状況は、本人の家が畑の隣にありまして、他は町道と二方を山に囲まれておりま

すので、近辺には何ら影響はないと思います。
本人は認定農家でもあり、畜産の他、畑の管理、田んぼの管理も良くされておりまし

て、意欲ある青年で、今後も農業経営に精進していくものと思っておりますので、この農
地用途区分の変更は認めても良いと考えております。



19番
德永委員

次の Ｓ・Ｙ さんも畜産を中心にして働いておられる農業青年です。
現在の牛舎は、 Ｋ の集落の中にありますので、環境上あまり良い場所ではありませ

ん。周りは住宅街です。
その所に牛を増頭したいという意向を持っておりまして、現在借りている Ｈ さんの

畑のところに作ろうという計画です。
新しく作る場所は、周囲は畑もありますが、町道に面しているということやら山林ある

いは植林地に囲まれていて、家もありませんし、近辺に影響を与えるような場所ではない
という風に考えております。

環境上の問題もあって、現在の牛舎を移設するというということですので、認めざるを
得ないという風に考えております。 以上です。

議 長 ありがとうございました。
次の、除外の1件目につきましては、１１番の宿利原が報告いたします。

11番
宿利原委員

この土地は、 Ｓ 集落の方から奥の方に入って行った、 Ｏ・Ｙ さんの Ｔ の近
くの土地でございます。

太陽光発電の設備を設置するために、除外の申請が出ております。
この土地は、 Ｃ・Ｍ さんの畑と Ｏ・Ｙ さんの原野で、周りは山と Ｔ しかな

くて、除外に関しては何ら問題はないかと思いますので、よろしくお願いします。

議 長 次に、除外の２件目と３件目についてを、３番東郷委員、お願いいたします。

3番
東郷委員

はい。
２件目の Ｉ さんの分は、以前、売買のあっせん申し出があったんですが、売れな

かった所で、そこに今度、太陽光発電設備設置の方向で検討が進んでいるところです。
ここの隣は、前回、 Ｋ・Ｓ さんの分が、話が進んだところです。
現状を見たところ、傾斜地で、幅も狭くて、荒れていますので、これは仕方がないん

じゃないかと思っています。

３件目の方も、２件目に隣接する地域で、荒地になっておりますので、４人の地権者の
農地に太陽光発電施設を設置するという形の申請です。

以上です。

議 長 ありがとうございました。
ただ今、それぞれの担当委員から調査報告がありましたが、議案第４２号について、質

問、異議等はございませんか。

7番
牧原委員

田代のですよ、この除外申請なんですけども、この地図で見れば、ここら辺はどうなん
ですけ、一種農地ですか。農地としては。農地がいっぱいある場所のようだけど・・・。

事務局 あのう、前回、 Ｋ・Ｓ さんが太陽光発電で申請された場所と同じ並びで、８ｈａ未
満で二種農地になります。

隣の集団地との間々に、山が入って来てますので、農地が繋がらないということで、農
地の繋がりが切れるということで、この部分の面積は、全体で８ｈａ位になります。

14番
猪鹿倉委員

茶畑じやったたっどんな、周りが山になってしもうて・・・

7番
牧原委員

そげな感じ、じゃらいなぁ・・・

8番
鍋委員

航空写真上は、茶畑だけど、現実は・・・

事務局 前、転用申請のあった Ｋ・Ｓ さんのところの農地、茶園以外は、ほとんどが狭い
段々畑みたいなところです。今回申請のところもですね。

だいたいお茶の周りが２ｈａから３ｈａ位だったりとか、長さが短かったりとか、条件
等が得意なところです。

7番
牧原委員

こうして見れば、良か畑がずんばい有いごたっどんね

事務局 写真で見れば、傾斜地というのが分かると思ううんです。



7番
牧原委員

はい、ありがとうございます。

18番
安水委員

いいですか。
この Ｋ・Ｋ さんのところなんですけど、写真で見ますと一個所牛舎みたいなやつが

あるんですが、この近くにできる・・・・・

7番
牧原委員

こいの並びやっどね。
８ページの写真の畑の上ん方に屋根が写ってるけども、こいが今の牛舎で、これのもう

一つ下の方に作るんですよ。

18番
安水委員

この牛舎については、前も出たとけな。

事務局 既設の牛舎についてはですね、２００㎡未満の牛舎・畜舎で、農業委員会の転用の許可
は必要なかったんですが、農振農用地になっていて、用途区分変更をしないといけないと
いうことを本人も知らずにですね、してたので、今回、併せて用途区分変更をするところ
です。

ただ、転用の許可については、２００㎡未満の農業用施設用地ということで、許可は必
要でないということです。

で、今回、また、既設の牛舎の奥に作るんですが、それに合せて２００㎡を超えるの
で、転用の許可申請と同時にですね、農振の用途区分変更を出したところでした。

18番
安水委員

それともう一つ、 Ｓ さんのところなんですけども、ここはたぶん、畜舎を建てると
なると、畑を借りられているということで、また、利用権設定が変わってくるんじゃない
かと思ううんですが、その辺はどうなんですか。

事務局 今後ですね、５条による賃貸借の契約をされて、転用をされる予定です。今は、まだ計
画の段階です。

一応、農振の用途区分変更を先に、ということでした。

18番
安水委員

わかりました。

3番
東郷委員

一ついいですか。
このソーラーの関係で、台帳は山で、現況が畑のところ。
台帳が山やっで、問題がないような話も聞くんだけど・・・・・

事務局 現況主義です。農地法は現況主義ですので、たとえば、現況が非農地化している、非農
地と判断されるようなですよ、ところであれば、公簿地目の山と同じで、山扱いしてもい
いと思いますが、やはり畑として利用されていれば農地ですので、農地法が適用されま
す。

現況主義なので、畑で使っていらっしゃるところは、転用の許可が必要です。
ここをソーラーにするということは、公簿上の地目とも違うわけですよね、ですから、

農振農用地に区分されているところは、必ず除外が必要になります。

議 長 他にありませんか。

17番
寺田委員

今、このソーラーなんかが建つところは、雑種地扱いになっていくんですか。
畑とか、現状で行けば畑にソーラーを作って行けば、そこは今度は雑種地という風

に・・・・・

事務局 課税上は、雑種地扱いになると思います。 たぶん。

18番
安水委員

宅地じゃなくて、構造物だということで・・・・・

事務局 はい。

17番
寺田委員

雑種地扱いなぁ・・・・・

18番
安水委員

ま、畜舎なんかじゃれば、建物の下をしっかいとコンクリートで埋むれば、構造物やっ
て見なさを・・・。あいとは違ごとけ・・・・。

事務局 畜舎は建物なので・・・。宅地の農業用施設なので・・・・・。



18番
安水委員

余談なんですけど、この土地、こんだけ広い面積なんですけど、これは全部、自分たち
の資金で拓かれたということですか。公的資金は使ってないということ・・・。

今、この田代なんかのこの茶畑は。

事務局 自力です。一部、町の単独ののが入っているとは思うんですけど。
入植当時、どんな資金で、どげんしたというのは、出てこないです。

18番
安水委員

前、公的資金を使えば、そこは許可は下りないというような感じのこっがあたが、その
辺が・・・・・。

こんだけの広い土地であれば、全部自分達っでせらったたろかいち思って・・・・。

11番
宿利原委員

地図で見れば、わっぜえ広りごっあいば、ま、行たってみれば、わっぜえ傾斜で、２，
３溝しかねとこいが、連るがって、上から見ればまっすぐしちょいごっあいば、２溝あっ
て、後は岸があって、また次は３溝ばっかいあって。

まこて、こげなとこい、良く作らったもんじゃち、思う位のとこじゃった。

3番
東郷委員

今回のところは、そんな難しい資金を使ったところじゃなくて、もう半世紀前、その前
に拓いたところと思います。

機械も入らんとこいやっで、もう、やむを得ないだろうということです。

2番
鈴委員

そいで、買手が無かったわけじゃっじやね・・・。

3番
東郷委員

相当回ったたっどんなぁ。我家んともたのんじち、逆にたのまれっ。

議 長 他にありませんか。

委 員 （委員の中から「ありません」の声）

議 長 異議なしと認めます。
「議案第４２号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更・除外）について」

を採決します。
お諮りします。 議案第４２号は、原案のとおり決定することに異議ございませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、、「議案第４２号 錦江農業振興地域整備計画
の変更（用途区分変更・除外）について」は、原案のとおり承認することに決定しまし
た。

議 長 次に、「議案第４３号 農地法第３条許可申請について」 を議題とします。
事務局の説明をお願いします。

事務局 議案第４３号 「農地法第３条許可申請について」 説明します。
受付番号１９号の譲渡人は Ｆ・Ｍ さん Ｋ 自治会の方です。一方、譲受人は

Ｆ・Ｓ さん Ｊ 自治会の方です。この申請は、贈与による所有権移転となっていま
す。申請地は、

・城元字天宮ヶ原２０１９番３、地目は台帳、現況ともに畑、地積は８８７㎡
次が、城元字鷲ヶ尾２９８８番２、地目は台帳、現況ともに畑、地積は７，１１５㎡
次が、城元字渡ヶ迫平２９９８番、地目は台帳、現況ともに畑、地積は４，９３９㎡

で、３筆の合計は１２，９４１㎡となります。

譲受人の Ｆ・Ｓ さんは、 Ｆ・Ｍ さん の後継者として茶の管理作業等に従事さ
れておられます。

Ｓ さん名義の農地は、１，１２４㎡ですが、 Ｆ 家全体の経営状況は、世帯員４、
労働力４で、農用地面積は自作地５６，９８０㎡、小作地１，７６１㎡となっています。
今回の所有権移転は、贈与によるものですが、農地取得要件の下限面積も問題ありませ
ん。

農業機械は、トラクターの他、茶園管理に必要な機械等一式を所有されています。ま
た、年間従事ができるよう記載があり、農作業歴は３年となっています。

担当調査委員は、４番の木原委員です。



事務局 次の受付番号２０号の譲渡人は Ｋ・Ｓ さん Ｔ 自治会の方です。一方、譲受人は
Ｋ・Ｓ さん Ｔ 自治会の方です。この申請は、山林との交換による所有権移転となっ
ています。申請地は、

・田代川原字鳥渕上４０１５番、地目は台帳、現況ともに畑、地積は４７０㎡です。
譲受人の経営状況は、世帯員２、従事者２、農用地面積は、自作地が５，６５１㎡で、

農地取得要件の下限面積も問題ありません。
農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、バインダー、耕うん機がそれぞれ１台と

草払い機が２台となっています。また、年間従事ができるよう記載があり、農作業歴は
５０年となっています。

担当調査委員は、１４番の猪鹿倉委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、木原委員から順次、調査報告をお願いいたし
ます。

初めに、受付番号１９号についてを、４番木原委員、お願いいたします。

4番
木原委員

はい。
受付番号１９号につきましては、今、事務局長の方から説明がありましたとおり、

Ｆ・Ｓ さんは、Ｆ・Ｍ さんの娘婿であります。
昨年の５月に １，１２４㎡は、同一世帯と認めて、贈与を認めた経緯もあります。
今回は、面積が合計で１町歩を超えていますが、今後も順次ですね、贈与税の関係も考

慮しながら、名義変更をしていくということでありました。
今回は、何ら問題はないかと思います。 以上です。

議 長 ありがとうございました。
次に、受付番号２０号についてを、１４番猪鹿倉委員、お願いいたします。

14番
猪鹿倉委員

はい。
この Ｋ・Ｓ さんと Ｓ さんは兄弟でございまして、父の代から名義変更するとき

に間違って、 Ｓ さんの方に名義変更されていたそうです。今度、話し合いをされて、
二人が同意されて、 Ｓ さんの方に変更するということです。

畑は Ｓ さんが自家用の野菜畑として、以前から作ってこられたそうで、現地も見ま
したが、良く管理されていました。

よろしくお願いします。 終わります。

議 長 ありがとうございました。
ただ今、それぞれの担当委員から調査報告がありましたが、議案第４３号について、質

問、異議等はございませんか。

委 員 （委員の中から「ありません」の声）

議 長 異議なしと認めます。
「議案第４３号 農地法第３条許可申請について」を採決します。
お諮りします。 議案第４３号は、原案のとおり決定することに異議ございませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第４３号 農地法第３条許可申請につい
て」は、原案のとおり許可することに決定しました。

議 長 次に 「議案第４４号 農地法第４条許可申請について」 を議題とします。
受付番号２号について、事務局の説明をお願いいたします。

事務局 「議案第４４号 農地法第４条許可申請について」 説明します。
総会資料の４１ページからになりますが、綴じ込み順が違っていますので、まず、４６

ページをご覧ください。

受付番号２号になりますが、この件につきましては、議案第４２号との関連で、先ほど
も説明申し上げましたとおり、規模拡大を目的に現在の畜舎の隣に、もう１棟畜舎を建設
するもので、農地法の施行令、施工規則で、特例として認められている、農業用施設用地
として転用の許可を要しない面積２００㎡を超えることから、転用の許可を得る必要が出
てきたものであります。

担当調査委員は、１９番の德永委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、１９番の德永委員、調査報告をお願いいたし
ます。



19番
德永委員

はい。
先ほど、用途区分変更で審議していただいた案件の関連であります。
先ほどの議案第４２号で説明したとおりですので、よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。
ただ今、担当委員から調査報告がありましたが、議案第４４号について、質問、異議等

はございませんか。

委 員 （委員の中から「ありません」の声）

議 長 異議なしと認めます。
「議案第４４号 農地法第４条許可申請について」を採決します。
お諮りします。 議案第４４号は、原案のとおり決定することに異議ございませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第４４号 農地法第４条許可申請につい
て」は、原案のとおり許可することに決定しました。

議 長 次に 「議案第４５号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利
用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」 を議題とします。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第４５号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用
地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」 説明いたします。

資料は、４８ページになります。

受付番号１０号の譲渡人は Ｋ・Ｉ さん、 Ｋ 市在住の方です。
申請地は、
馬場字平和平９７１番、地目は台帳現況ともに田、地積は １，３８６㎡です。
譲受人の Ａ・Ａ さんは、 Ｏ 自治会の方です。
Ａ さんの経営状況は、世帯員７、労働力４で、自作地が２５，５５５㎡、小作地が

９，９５５㎡で、露地野菜、茶を主体にした経営をされています。
農業機械の所有状況は、トラクター、耕うん機、茶摘採機がそれぞれ１台とトラク

ター、トラックがそれぞれ３台となっています。
担当調査委員は、１０番の平原委員ですが、本日は都合により欠席ですので、１７番の

寺田委員にお願いします。。

受付番号１１号の譲渡人は Ｓ・Ｈ さん、 Ｆ 県在住の方です。
申請地は、
神川字古迫１３４１番１、地目は台帳現況ともに畑、地積は ２，４４７㎡です。
譲受人の Ｎ・Ｙ さんは、 Ｋ 自治会の方です。
Ｎ さんの経営状況は、世帯員３、労働力２で、自作地が１２，６４９㎡、小作地が

５，６８２㎡で、露地野菜を主体にした経営をされています。
農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、管理機がそれぞれ１台となっていま

す。
担当調査委員は、７番の牧原委員です。

受付番号１２号の譲渡人は Ｍ・Ｍ さん、 Ｙ 自治会の方です。
申請地は、
田代麓字山神２６７０番、地目は台帳は田、現況は農業用施設用地で、地積は

１，２１４㎡です。
譲受人の Ｍ・Ｋ さんは、 Ｎ 自治会の方です。
申請地は、 Ｍ さんが、 Ｍ さんから借地して堆肥舎を建設していますが、今回、

堆肥舎施設用地として取得したいとの要望があったものです。
Ｍ さんの経営状況は、世帯員３、労働力３で、自作地が２２，０８１㎡、小作地が４

８，４８７㎡で、肉用牛生産を主体にした経営をされています。
農業機械の所有状況は、トラクターが３台の他、トラック、モア、テッダーがそれぞれ

１台となっています。
担当調査委員は、９番の樋渡委員です。 以上です。



議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、寺田委員から順次、調査報告をお願いいたし
ます。

初めに、受付番号１０号についてを、１７番寺田委員、お願いいたします。

17番
寺田委員

受付番号１０号につきまして説明申し上げます。
これは、１１月のあっせんに出てきた分でございます。
現地は、丸栄パチンコと上山種苗のところの十文字を園田整骨院に下りる所の５０ｍ位

下った右側のハウスが建っている所であります。
先っきも説明がありましたけれども、町が定める下限面積も問題ありませんし、農機具

等の所有、やる気、能力など、 Ａ さんは備えていらっしゃいます。耕作されている所
もちょっと回ったんですけれども、本当にきれいに良く整理されておりました。

それに、現在 ○○ に勤めている後継者がいらっしゃいまして、遠くない将来、後継
者になるんだということですが、その後継者というのが、どっちが本業よ、という位、朝
晩茶園を見回ったり、本当にこの所有権移転申請をするにあたって、何も問題はないと思
いますので、よろしくお願いします。

金額は、全部で ○○円です。

議 長 ありがとうございました。
次に、受付番号１１号についてを、７番牧原委員、お願いいたします。

7番
牧原委員

はい、ご報告をいたします。
この受付番号１１号、これは鳥浜の上の方の畑です。
譲り受け人の Ｎ・Ｙ さんは、１１月に公社の扱いで、基盤強化法でご報告したとお

りの方で、その時と土地の持ち主は一緒なんですが、その田んぼに付けてこの畑も売りた
いということで、若干安くても良いので田んぼに付けて売ってくれということで、約２反
５畝あるんですが、金額は ○○円です。

Ｎ・Ｙ さんは、ハウス、露地野菜と一所懸命、良く手掛けておられます。
１０日の日に Ｓ さんと Ｎ さんは、事務局の方で書類作成も終わっております。

よろしくお願いをいたします。

議 長 ありがとうございました。
次に、受付番号１２号についてを、９番樋渡委員、お願いいたします。

9番
樋渡委員

説明いたします。
Ｍ・Ｋ さんは、１０年位前からですね、堆肥舎を作りたいということで、いろんな土

地を探していらっしゃったんですが、便利の良い所が見つからなくてですね、Ｍ・Ｋ さ
んと Ｍ・Ｍ さんは、親戚関係にあって、 Ｍ・Ｍ さんの土地を最初は借りていらっ
しゃったんですが、 Ｍ さんの方が、けじめをつけてくれということでですね、１１月
のあっせんに上がったものです。

金銭面で、いつまでに払ってくれるんかとか、そういうのがはっきりしなかったもんで
すから、数回行きまして、今回これがまとまりまして、今日に至ったんですが、堆肥舎は
５年前に完成しておりまして、利用されております。

その場所はですね、人家からも離れて、周りは山に囲まれている所で、何ら他人に迷惑
をかけるような場所ではありません。

それで、名義変更のことを Ｍ さんが言われてですね。値段も大体決まっていました
し、簡単に考えていたんですが、 Ｍ さんの都合によって、今月やっと上げられること
になりました。

金額は、全部で ○○円ということで決まりましたので、これは３月一杯に支払うとい
う話し合いまでつきまして、大丈夫だと思いますので、よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。
ただ今、それぞれの担当委員から調査報告がありましたが、議案第４５号について、質

問、異議等はございませんか。

2番
鈴委員

受付番号１１号は、添え物じゃいかも知れんたっね。

7番
牧原委員

そうです、添え物です。

2番
鈴委員

こいは、全部で ○○円でしょう。



7番
牧原委員

ですよ。もう畑もですね、ちょうど、高圧線の電柱が横の方に立ってまして、それに長
手で。

もう、いくらでもいいから田んぼに付けて売ってくれと。
その方が売りやすいんじゃないですか、ということで Ｎ さんに話をしたら買うとい

うことで処理をいたしました。

議 長 他にありませんか。

委 員 （委員の中から「ありません」の声）

議 長 異議なしと認めます。
「議案第４５号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積

計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」を採決します。
お諮りします。 議案第４５号は、原案のとおり決定することに異議ございませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第４５号 農業経営基盤強化促進法第１
３条第４項の規定による農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請につ
いて」は、原案のとおり許可することに決定しました。

次に 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利
用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」 を議題とします。

会議資料のとおり、今回は、４６筆の利用集積計画について審議しなければなりません
ので、事務局の説明と担当調査員の調査報告、質疑等を５回に分けて行い、その都度、議
決を行いたいと思いますが、よろしいですか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。
それでは、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用

地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」 のうち、受付番号
２９６号から３０８号までについてを議題とします。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用
地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」 のうち、受付番号
２９６号から３０８号までについて説明いたします。

資料は、５１ページからになります。

事務局 まず、受付番号２９６号と２９７号の貸し人は、 Ｈ・Ｋ さん、 Ｍ 町在住の方で
す。 申請地は、

２９６号が、田代麓字久木野５１７７番１４、現況地目は田、地積は、１，８６７㎡
２９７号が、田代麓字久木野５１７７番２７、現況地目は田、地積は、８９５㎡ で

２筆の合計は、２，７６２㎡となります。
貸付期間は、平成２６年４月１日から平成３６年１２月１４日まで、小作料は １０

アール当たり３万円となっています。
借り人は、 Ｕ・Ｓ さん、 Ｋ 自治会の方です。経営状況は、世帯員２、従事者

２、自作地３，８８８㎡、小作地１９，２５７㎡で、生産牛を主体にした経営をされてい
ます。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクター、ハーベスター、バイン
ダー、ロールベーラ、ラップマシンがそれぞれ１台となっています。

以下、受付番号３０５号までの借り人は、 Ｕ・Ｓ さんですので、経営状況等の説明
は省略いたします。



事務局 次の受付番号２９８号から３０２号までの貸し人は、 Ｕ・Ｓ さん、 Ｈ 自治会の
方です。 申請地は、

２９８号が、田代麓字久木野５１８１番６、現況地目は田、地積は、１，８３８㎡
２９９号が、田代麓字久木野５１９１番、現況地目は田、地積は、１，８５１㎡
３００号が、田代麓字久木野５１９１番１、現況地目は田、地積は、４８５㎡
３０１号が、田代麓字久木野５１９１番５、現況地目は田、地積は、１，２０６㎡
３０２号が、田代麓字久木野５１９１番６、現況地目は田、地積は、７０７㎡ で

５筆の合計は、６，０８７㎡となります。
貸付期間は、平成２６年４月１日から平成３６年１２月１４日まで、小作料は １０

アール当たり １万円となっています。

次の受付番号３０３号と３０４号の貸し人は、 Ｍ・Ｋ さん、 Ｋ 市在住の方で
す。

申請地は、
３０３号が、田代麓字久木野５１９１番８、現況地目は田、地積は、１，９８３㎡
３０４号が、田代麓字久木野５１８１番５、現況地目は田、地積は、２、０８２㎡

のうち５００㎡で、２件の合計は、２，４８３㎡となります。
貸付期間は、平成２６年４月１日から平成３６年１２月１４日まで、小作料は、１０

アール当たり １万円となっています。次の受付番号３０５号の貸し人は、 Ｏ・Ｈ さん、 Ｔ 自治会の方です。
申請地は、
田代麓字久木野５１７７番５、現況地目は田、地積は、６、３４３㎡のうち１，０００

㎡です。
貸付期間は、平成２６年４月１日から平成３６年１２月１４日まで、小作料は、１万円

となっています。
続けて説明いたしましたが、受付番号２９８号から３０５号までの担当調査員は、３番

の東郷委員です。

事務局 次の受付番号３０６号から３０８号までの貸し人は、 Ｙ・Ｓ さん、 Ｙ 自治会の
方です。 申請地は、

３０６号が、神川字カヤノ木７４６８番２２、現況地目は畑、地積は、２，３５５㎡
３０７号が、神川字カヤノ木７４６９番１５、現況地目は畑、地積は、１，７５４㎡
３０８号が、神川字椎木６４２８番６、現況地目は畑、地積は、３，８１９㎡ で

３筆の合計は、７，９２８㎡となります。
貸付期間は、平成２６年２月２０日から平成３０年１２月１４日まで、小作料は 全部

で ５万円となっています。
借り人は、 Ｙ・Ｍ さん、 Ｙ 自治会の方です。 Ｙ・Ｍ さんは、 Ｙ・Ｓ さ

んの息子さんで、後継者として新規就農されたところでありまして、今回、独立して、青
果用かんしょを主体とした経営を開始されるものであります。経営状況は、世帯員１、従
事者１で、現在は耕作農地はありません。

農業従事日数は２８０日、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラックがそれぞれ
１台となっていますが、農業機械については、親が所有しているものを使用するものと思
われます。

担当調査員は、１１番の宿利原委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査委員の調査報告をお願いいた
します。

まず、受付番号２９６号から３０５号についてを、３番東郷委員、お願いいたします。

3番
東郷委員

はい、報告いたします。
この貸し人の Ｈ さん、 Ｕ さん、 Ｍ さんは、３人とも年寄りで、後継者もい

なくて、 Ｕ・Ｓ さんに作ってもらわなければ、荒れてしまうということで、気持ちよ
く了解していただきました。

Ｕ・Ｓ さんもちょっと年配ですが、いつまでできるか頑張っていきますということ
で、気持ちよく引き受けていただきました。

Ｏ さんの分も今までずっと Ｕ・Ｓ さんが作って来られたところで、今回、期限が
切れることから、これからもまた作るということで了解いただきました。

Ｕ・Ｓ さんは、牛の飼料を作られますが、今までも問題はなかったので、問題はない
と思います。

よろしくお願いします。



議 長 ありがとうございました。
次の、受付番号３０６号から３０８号につきましては、１1番の宿利原が報告いたしま

す。

11番
宿利原委員

先ほども説明がありましたが、 Ｙ・Ｍ さんは、 Ｓ さんの長男で、後継者でござ
います。

お父さんはタバコを作っており、今度、新規でから芋を作るということであります。
全ての要件をクリアしておりますので、何ら問題はないかと思われます。

議 長 ただ今、受付番号２９６号から３０８号について、それぞれの担当調査委員から調査報
告がありましたが、質問、異議等はございませんか。

委 員 （委員の中から「ありません」の声）

議 長 異議なしと認めます。 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規
定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち
受付番号２９６号から３０８号についてを採決します。

お諮りします。 議案第４６号のうち、受付番号２９６号から３０８号については、原
案のとおり決定することに異議ございませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１
３条第４項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請に
ついて」のうち、受付番号２９６号から３０８号については、原案のとおり許可すること
に決定しました。

議 長 ここで、しばらく休憩にしたいと思います。

（休憩）

議 長 休憩前に続きまして、会議を再開します。

次に 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利
用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち、受付番号３０９号
から３２２号についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用
地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち、
受付番号３０９号から３２２号について、説明いたします。

事務局 まず、受付番号３０９号から３１３号までの貸し人は、 Ｎ・Ｋ さん、 Ｎ 自治会
の方です。 申請地は、

３０９号が、田代麓字原田２９９３番、現況地目は田、地積は、４４０㎡
３１０号が、田代麓字原田２９９４番、現況地目は田、地積は、７０３㎡
３１１号が、田代麓字原田２９９５番１、現況地目は田、地積は、１，１９７㎡
３１２号が、田代麓字原田２９９６番、現況地目は田、地積は、１７５㎡
３１３号が、田代麓字原田２９９７番、現況地目は田、地積は、１，３２５㎡ で

５筆の合計は、３，８４０㎡となります。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３１年１２月１４日まで、小作料は 全部で

１万９千円となっています。
借り人は、 Ｍ さん、 Ｎ 自治会に拠点を置く企業体です。経営状況は、構成員

２、従事者２、雇用が８人で７５０日、自作地３，２６５㎡、小作地５４，６８２㎡で、
甘しょを主体にした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、芋掘り取り機がそれぞれ１台となってい
ます。

担当調査員は、１２番の貫見委員です。



事務局 次の、受付番号３１４号の貸し人は、 Ｔ・Ｈ さん、 Ｒ 自治会の方です。
申請地は、
城元字森山１３３１番、現況地目は田、地積は、１，７９２㎡ です。
貸付期間は、平成２６年２月２０日から平成３０年１２月１４日まで、小作料は

米３０kg８袋となっています。
借り人は、 Ｋ・Ｈ さん、 Ｓ 自治会の方です。経営状況は、世帯員４、従事者

３、自作地４，７１８㎡、小作地１０，５３８㎡で、いんげん、ばれいしょを主体にした
経営をされています。

農業従事日数は２８０日、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、管理機、
動噴がそれぞれ１台となっています。

事務局 次の、受付番号３１５号の貸し人は、 Ｍ・Ｉ さん、 Ｉ 自治会の方です。
申請地は、
田代麓字柎木（ウテナギ）１７４１番、現況地目は田、地積は、２４０㎡ です。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３０年１２月１４日まで、小作料は

１千円となっています。
借り人は、 Ｋ・Ｋ さん、 Ｓ 自治会の方です。経営状況は、世帯員３、従事者

１、小作地２４，０５０㎡で、野菜、甘しょを主体にした経営をされています。
農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機がそれぞれ２台

と軽トラック、動噴、コンバイン、いも掘り機がそれぞれ１台となっています。

事務局 次の、受付番号３１６号の貸し人は、 Ｍ・Ｙ さん、 Ｈ 自治会の方です。
申請地は、
田代麓字柎木（ウテナギ）１７４２番１、現況地目は田、地積は、３１３㎡ です。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３０年１２月１４日まで、小作料は

１，５００円となっています。
借り人は、 Ｋ・Ｋ さんで、経営状況等につきましては、受付番号３１４号で説明し

たとおりであります。
続けて説明いたしましたが、受付番号３１４号から３１６号までの担当調査員は、１５

番の落司委員です。

事務局 次の、受付番号３１７号の貸し人は、 Ｍ・Ｓ さん、 Ｂ 市在住の方です。
申請地は、
神川字有村２５３０番１、現況地目は田、地積は、３９７㎡ です。
貸付期間は、平成２６年２月２０日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は

４千円となっています。
借り人は、 Ｉ・Ｓ さん、 Ｋ 自治会の方です。経営状況は、世帯員１、従事者

１、自作地５，３７８㎡、小作地１，０１６㎡で、生産牛を主体にした経営をされていま
す。

農業従事日数は３５０日、農業機械の所有状況は、トラクターが３台とモア、管理機、
軽トラックがそれぞれ１台となっています。

事務局 次の、受付番号３１８号の貸し人も、 Ｍ・Ｓ さんです。
申請地は、
神川字北鶴２６５９番、現況地目は田、地積は、２９４㎡ です。
貸付期間は、平成２６年３月２０日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は

３千円となっています。
借り人は、 Ｋ・Ｓ さん、 Ｋ 自治会の方です。経営状況は、世帯員３、従事者

２、自作地９，２２５㎡、小作地１，３６６㎡で、水稲、玉ねぎ、ソバを主体にした経営
をされています。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、管理機が４台とトラクターが３台の
他、コンバイン、乾燥機、軽トラックがそれぞれ１台となっています。



事務局 次の、受付番号３１９号の貸し人も、 Ｍ・Ｓ さんです。
申請地は、
神川字原田３２０６番１、現況地目は田、地積は、３１３㎡ です。
貸付期間は、平成２６年２月２０日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は

４千５百円となっています。
借り人は、 Ｍ・Ｙ さん、 Ｋ 自治会の方です。経営状況は、世帯員３、従事者

３、自作地５，２５６㎡、小作地１０，６７８㎡で、水稲、じゃがいも、人参を主体にし
た経営をされています。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクターが２台の他、芋植え機、
管理機、コンバイン、田植機、１トントラックがそれぞれ１台となっています。

事務局 次の、受付番号３２０号の貸し人も、 Ｍ・Ｓ さんです。
申請地は、
神川字岩ノ上４２７２番、現況地目は畑、地積は、９７６㎡ です。
貸付期間は、平成２６年２月２０日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は

５千円となっています。
借り人は、 Ｔ・Ｙ さん、 Ｋ 自治会の方です。経営状況は、世帯員３、従事者

２、自作地１５，６１７㎡、小作地８，２７３㎡で、生産牛を主体にした経営をされてい
ます。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機がそれぞれ２台
の他、モア、２トントラック、軽トラックががそれぞれ１台となっています。

事務局 次の、受付番号３２１号から３２２号の貸し人は、 Ｉ・Ｓ さん、 Ｋ 市在住の方
です。 申請地は、

３２１号が、馬場字木場ノ上９６０番１、現況地目は田、地積は、７４１㎡
３２２号が、馬場字木場ノ上９６０番３、現況地目は田、地積は、７４０㎡ で

２筆の合計は、１，４８１㎡となります。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は 全部で

３万５千円となっています。
借り人は、 Ａ・Ｈ さん、 Ｋ 自治会の方です。経営状況は、世帯員２、従事者

２、自作地２，５６８㎡、小作地１１，３０７㎡で、人参、スナップエンドウ、水稲を主
体にした経営をされています。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラックがそれぞれ
２台の他、管理機、耕うん機、動噴ががそれぞれ１台となっています。

続けて説明いたしましたが、受付番号３１７号から３２２号までの担当調査員は、１９
番の德永委員です。

以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査委員の調査報告をお願いいた
します。

まず、受付番号３０９号から３１３号についてを、１２番貫見委員、お願いいたしま
す。

12番
貫見委員

はい、報告いたします。
受付番号３０９号から３１３号までの借り人は、 Ｍ さんでございます。
○○の傍らかんしょを中心に栽培をされております。認定農家でもございますし、全て

の要件を満たしておりますので、問題はないかと思います。
終わります。

議 長 ありがとうございました。
次の受付番号３１４号から３１６号についてを、１5番落司委員、お願いいたします。

15番
落司委員

報告いたします。
受付番号３１４号の借り人の Ｋ さんは、２６歳という若い方でございまして、２年

位前から就農されて、田んぼ、畑等を借りていらっしゃいます。
まだ若いし、親と一緒に農業をしていますので、農業機械等も親が持っているものをお

互いに譲り合わせて使っているようです。
意欲等もありますので、何ら問題はないかと思われます。



15番
落司委員

受付番号３１５号と３１６号の借り人の Ｋ・Ｋ さんでございますけれども、この方
も大々的にやっていらっしゃいまして、大根占から田代辺りの畑を借りていらっしゃいま
すが、従業員と言いますか、雇用の方々が５人位いて、年間６００日以上使っていらっ
しゃるようです。農業機械等も十分に揃えていらっしゃいますので、何ら問題はないかと
思われます。 以上で終わります。

議 長 ありがとうございました。
次の受付番号３１７号から３２２号についてを、１9番德永委員、お願いいたします。

19番
德永委員

はい。
受付番号３１７号から３２０号までの貸し人の Ｍ・Ｓ さんの土地は、現在借りてる

方が、農業をやめるということで、急きょ合意解約して、後任を探すという格好の内容で
した。

３１７号の Ｉ さんから、 Ｋ さん、森 Ｍ さんのこの３人については、 Ｍ
さんの田んぼの隣を作っておられる、耕作しておられる方です。

前の方と合意解約をした後、すぐにこの３人に話しをしまして、隣りだから作りましょ
うということで、契約が成立したものです。

19番
德永委員

３１７号の Ｉ さんは、牛を飼っておられますので、飼料をこの田んぼで作りたいと
いう意向です。自分のところもしっかりと管理をされております。

19番
德永委員

３１８号の Ｋ さんは、ちょっと年は取っておりますが、米、裏作として玉ねぎ等を
考えておられるようです。

この方も、自分の田んぼ、畑はしっかりと管理をされております。

19番
德永委員

３１９号の Ｍ さんも米の後、じゃがいも又は人参のどちらかを作りたいという意向
です。

19番
德永委員

受付番号３２０号の土地は、借り人の Ｔ さんの土地を通って行く場所になりますの
で、この Ｔ さんが適当ということで話がつきました。

Ｔ さんも畜産を主体にした認定農家でもあり、自分の土地、借りてる土地もしっかり
と管理されていて、問題ないと思います。

19番
德永委員

受付番号３２１号、３２２号の Ｉ さんの土地ですが、場所は大根占の街中です。
これも、たまたま Ａ さんのお友達がこの土地を借りて作っておられたんですが、手

を引くということで、 Ａ さんに話があって、交渉を進めたものです。
Ａ・Ｈ さんも露地野菜を中心に神川水田等を使って、手広くされております。若く

て、まだ意欲のある方です。
小作料金等は、全て、前の方と同じ金額ということで話がついております。
よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。
ただ今、受付番号３０９号から３２２号について、それぞれの担当委員から調査報告が

ありましたが、質問、異議等はございませんか。

1番
近川委員

はい。
小作料については、面積で決めているんですか。少しずつ違うようですが。

19番
德永委員

私のところですか。

1番
近川委員

はい。

19番
德永委員

田んぼは、１反が１万円、ただ、３１９号については神川地区では一番条件の良い場所
で、反の１万５千円ということに相場がなっているもんですから、５００円の問題で
ちょっともめたんですが、これで行くということになりまして、ここは反の１万５千円で
す。

それから３２０号の畑は、反の７千円なんですけれども、高土手で、場所が悪いという
ことで、２千円切って、反の５千円になっております。

議 長 他にありませんか。

委 員 （委員の中から「ありません」の声）



議 長 異議なしと認めます。 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規
定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち
受付番号３０９号から３２２号についてを採決します。

お諮りします。 議案第４６号のうち、受付番号３０９号から３２２号については、原
案のとおり決定することに異議ございませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１
３条第４項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請に
ついて」のうち、受付番号３０９号から３２２号については、原案のとおり許可すること
に決定しました。

次に 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利
用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち、受付番号３２３号
から３３６号についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用
地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち、
受付番号３２３号から３３６号について、説明いたします。

事務局 まず、受付番号３２３号から３２６号の貸し人は Ｔ・Ｓ さん、 Ｓ 自治会の方で
す。 申請地は、

３２３号が、田代麓字新田５０６７番１、現況地目は田、地積は、９６８㎡
３２４号が、田代麓字新田５０６８番６、現況地目は田、地積は、６５５㎡
３２５号が、田代麓字新田５０６８番９、現況地目は田、地積は、１，１５０㎡
３２６号が、田代麓字新田５０６８番１０、現況地目は田、地積は、１，６３４㎡

で、４筆の合計は、４，４０７㎡となります。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３６年１２月１４日まで、使用貸借のため小

作料は発生しません。
借り人は、 Ｋ・Ｓ さん、 Ｕ 自治会の方です。経営状況は、世帯員１、従事者

１、自作地６，７８８㎡で、生産牛を主体にした経営をされています。
農業従事日数は２８０日、農業機械の所有状況は、軽トラ、トラクター、下刈り機がそ

れぞれ１台となっています。
担当調査委員は、２０番の基委員です。

事務局 次の、受付番号３２７号から３２９号の貸し人は、 Ｏ・Ｓ さん、 Ｏ 自治会の方
です。

申請地は、
３２７号が、馬場字ホケノ頭６１４０番１、現況地目は畑、地積は、６，２３７㎡
３２８号が、馬場字ホケノ頭６１２１番、現況地目は畑、地積は、２，３７３㎡
３２９号が、馬場字大畑６１７２番、現況地目は畑、地積は、６，０４０㎡ で、３筆

の合計は、１４，６５０㎡となります。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成２９年２月２８日まで、小作料は、全部で１

４万６千円となっています。
借り人は、 Ｍ・Ｓ さん、 Ｓ 自治会の方です。経営状況は、世帯員４、従事者

１、自作地７，９１１㎡、小作地５，９７６㎡で、野菜を主体にした経営をされていま
す。

農業従事日数は２８０日、農業機械に関する記載はありませんが、父親の Ｗ さん
が、所有する機械を利用しているようです。

担当調査委員は、２番の鈴委員です。
事務局 次の、受付番号３３０号の貸し人は、 Ｏ・Ｍ さん、 Ｏ 在住の方です。

申請地は、
城元字横松５５３２番１、現況地目は畑、地積は、３，００６㎡です。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３１年１２月１４日まで、小作料は、

２万１千円となっています。
借り人は、Ｎ・Ｋ さん、 Ｋ 自治会の方です。経営状況は、世帯員３、従事者３、

自作地３８，１７７㎡、小作地９，０７０㎡で、米、野菜を主体にした経営をされていま
す。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクターが２台と田植機、コンバ
インがそれぞれ１台となっています。



事務局 次の、受付番号３３１号の貸し人は、 Ｓ・Ｍ さん、 Ｄ 自治会の方です。
申請地は、
城元字菖蒲ヶ迫４２８５番１、現況地目は畑、地積は、１１，３５６㎡のうち

１，５００㎡です。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３１年１２月１４日まで、小作料は、１万円

となっています。
借り人は、 Ｎ・Ｍ さんで、経営状況等につきましては、受付番号３３０号で説明し

たとおりであります。

事務局 次の、受付番号３３２号の貸し人は、 Ｓ・Ｍ さん、 Ｉ 自治会の方です。
申請地は、
馬場字堀ノ内５７４３番２、現況地目は畑、地積は、２，７９４㎡です。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３１年１２月１４日まで、小作料は、

２万２千円となっています。
借り人は、 Ｓ・Ｋ さん、 Ｋ 自治会の方です。経営状況は、世帯員４、従事者

３、雇用が３人で２５０日、自作地１３，１０５㎡、小作地７６，５４３㎡で、甘しょを
主体にした経営をされています。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクターが４台、掘り取り機が３
台、軽トラが２台、ダンプが１台となっています。

事務局 次の、受付番号３３３号と３３４号の貸し人は、 Ｎ・Ｎ さん、 Ｂ 自治会の方で
す。

申請地は、
３３３号が、馬場字下ノ船５９８８番、現況地目は畑、地積は、４，８８５㎡
３３４号が、馬場字下ノ船５９９７番１、現況地目は畑、地積は、２，９８３㎡ で、

２筆の合計は、７，８６８㎡となります。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３１年１２月１４日まで、小作料は、

全部で ５万５千円となっています。
借り人は、 Ｓ・Ｋ さんで、経営状況等につきましては、受付番号３３２号で説明し

たとおりであります。

事務局 次の、受付番号３３５号の貸し人は、 Ｋ・Ｆ さん、 Ｋ 市在住の方です。
申請地は、
城元字菖蒲ヶ迫４２８７番１、現況地目は畑、地積は、２，４５１㎡です。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３１年１２月１４日まで、小作料は、

２万４千円となっています。
借り人は、 Ｋ・Ｔ さん、 Ｋ 自治会の方です。経営規模は、世帯員５、従事者

２、雇用が４人で１７０日、自作地４０，７００㎡、小作地２１，４７９㎡で、たばこ、
大根、甘しょを主体にした経営をされています。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラがそれぞれ４台
と、ＡＰ-１が３台、２トントラックが２台となっています。

事務局 次の、受付番号３３６号の貸し人は、 Ｏ・Ｍ さん、 Ｋ 自治会の方です。
申請地は、
城元字佐牟田５１２２番１、現況地目は畑、地積は、５，１２７㎡です。
貸付期間は、平成２６年３月１日から平成３１年１２月１４日まで、小作料は、

３万４千円となっています。
借り人は、 Ｙ・Ｙ さん、 Ｙ 自治会の方です。経営規模は、世帯員４、従事者

２、雇用が４００日、自作地２３，９７１㎡、小作地２５，１６１㎡で、たばこ、大根を
主体にした経営をされています。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラがそれぞれ３台
の他、ダンプ、管理機、ショベルがそれぞれ１台となっています。

続けて説明いたしましたが、受付番号３３０号から３３６号までの担当調査員は、
１８番の安水委員です。



事務局 ただ今説明しました内の、受付番号３２７号から３３６号につきましては、すべて、耕
作放棄地解消推進事業による利用権の移動であります。

なお、受付番号３３０号、３３１号の借り人である Ｎ・Ｋ さんと受付番号３３３
号、３３４号の貸し人である Ｎ・Ｎ さんは、親子でありまして、同一経営であります
ので、経営農地の権利移動のあり方としては、矛盾しているわけですが、まず、 Ｎ さ
ん所有の下ノ船の農地につきましては、 Ｎ さんの通作環境から見ても飛び地的な位置
にあることと、現状は奥の方が低くなっている傾斜地で複数枚のほ場からなっており、こ
こ数年は、耕作されていないとのことであります。

今回、 Ｓ・Ｋ さんから耕作しないのであれば貸してほしい旨の申し出があり、耕作
放棄地解消推進事業で整備して、利用権設定することになったものです。 Ｓ さんは、
周辺に経営農地を所有されていることから、農地管理の面からみて、利用条件が良いとの
ことであります。

一方、 Ｎ・Ｋ さんも、耕作条件の良い所があれば、借りたいという意向を持ってお
られて、自分が耕作している畑の近くを物色されていたようでありまして、今回の２箇所
を利用権設定することになったものです。

平成２６年度からの取り組みとして、法整備がなされてきております農地中間刈機構事
業においても担い手農家への農地集積と集約化を支援するとなっており、今後、集積、集
約化が進められていくものと思われます。

今後において、あっせん申し出等があった場合には、集積、集約化が図られるような所
有権、利用権の調整も必要ではないかと思うところです。

ただ、今回の案件は、所有地を貸して、他のところを借りるという内容ですので、少し
気にはなりますが、委員の皆さんの忌憚のない意見をお願いします。

以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査委員の調査報告をお願いいた
します。

まず、受付番号３２３号から３２６号についてを、２０番基委員、お願いいたします。

20番
基委員

はい、ご報告いたします。
この田んぼは、非常に良い田んぼでございまして、面積も広いですけれども、使用貸借

ということで、小作料は発生しないことになっておりますけれども、この田んぼは、以
前、利用権設定をしないまま５・６人の方が作っていたところで、前の方々も小作料は
払っておりませんでした。

この借り手の Ｋ・Ｓ さんは、牛を７頭飼っていて、４４歳で、まだ独身です。
そういうことで、新規ではございますけれども、意欲があり、これからが楽しみであり

ます。 以上です。

議 長 ありがとうございました。
次の、受付番号３２７号から３２９号についてを、２番鈴委員、お願いいたします。

2番
鈴委員

はい。
これはですね、大久保の土地でございまして、前々からもったいないなぁ、といいなが

らも、なかなか他人に貸したがらなくてですね、耕作放棄地になっていら土地でございま
す。

この Ｏ・Ｓ さんの息子さんの嫁さんと Ｍ・Ｓ さんのお母さんが姉妹ということ
で、親戚関係ということで話がまとまったところでございまして、 Ｍ・Ｓ さんは、
今、２１歳で、親父と一緒に仕事をしております。

まだ、爺さん、婆さんも元気で仕事をしておられまして、農機具等に記載はございませ
んけれども、全て親父が持っているような状況でございまして、何ら問題はないと思われ
ます。 終わります。

議 長 ありがとうございました。
次の、受付番号３３０号から３３６号についてを、１８番安水委員、お願いいたしま

す。

18番
安水委員

はい。
先ほど事務局長からも報告があったとおりなんですけれども、まず、耕作放棄地解消事

業に伴う事業で、今、 鈴 さんの方も説明があったんだけど、大久保の Ｍ・Ｓ さん
の方もなんですけど、兄弟での貸し借りの中の公的資金を使った解消事業ということで、
皆さんもやっぱり考える所があるんじゃないかと思います。



18番
安水委員

それと、 Ｎ・Ｋ さんの方にしましても場所的には、１ヶ所は、池田の中原の上です
ね。それとあと１ヶ所は、中野の方です。段乗り場という中央線からの入り口のところで
す。

18番
安水委員

それと、 Ｓ・Ｋ さんのところは、 Ｓ・Ｔ さんのブロイラーの後ろの方なんで
す。

そういうことで、耕作放棄地解消事業で上がってきて、たぶん耕作放棄地事業関係をさ
れる方が、農業委員会の方に確認を取っていただければ、こういう難しいときに出て来る
とは思わなかったんですけども、一緒に出てきたということで、皆さんにも、今後の事業
の在り方として考えてもらいたいと思います。

18番
安水委員

Ｋ・Ｔ さんの方も Ｎ・Ｋ さんの段乗り場近くの畑です。

18番
安水委員

Ｙ・Ｙ さんの方は、池田から大久保の方へ行った道路の途中の山林の中にありまし
て、荒れてたんですけれども、今回、木が切れたということで、明るくなって、耕作でき
るような畑になったということで、お願いがありましたので、そこを交渉してもらうとい
うことで、また出向きました。

もう一度言いますけども、良くもんでもらいたいと思います。
よろしくお願いしたいと思います。

議 長 ありがとうございました。
ただ今、受付番号３２３号から３３６号について、それぞれの担当委員から調査報告が

ありましたが、質問、異議等はございませんか。

2番
鈴委員

この下ノ船ち、どこけ。

18番
安水委員

Ｓ・Ｔ さんのブロイラー鶏舎の後ろの方。

2番
鈴委員

あっちに、信夫 さんがとがあったけ。

18番
安水委員

Ｎ さんがとが、４枚ばっかいあっけ、からいもを作ってそんままなっちょっとを。
鶏舎のちょうど裏側で、下ん方は杉山の際がずっといっちょいわけ。

2番
鈴委員

わっぜえとこいやらいね。

18番
安水委員

からいもを植えちょって、ビニールを張って、そんままうっちちょってを、荒けちょっ
たもんじゃっじ。

そいで、そこを今度、荒廃農地があっじちいうことで、 Ｓ・Ｋ さんが相談に行った
や、始まったたいば、その後に、 Ｎ・Ｋ さんの案件が出てきたもんじゃっで・・・。

前、田代であった１件は、ちょっと、ま、被っちょったいばっね、ち思って相談したと
こいやったいば・・・・・。

議 長 他にありませんか。

4番
木原委員

１点だけ。
Ｎ・Ｋ さんの関係で、ちょっと際どい話を聞きますが、小作が、今９反ばっかいあっ

て、また、増えたわけでしょ。
小作料の滞納みたいなのはどうやっとけ。

18番
安水委員

聞いてます。
Ｔ とかあの辺のやつがなんかあるみたいなことは聞いておるんですが。

4番
木原委員

ま、気をつけてやった方が良いのではないかと、職務柄、気をつけちょいやった方が良
いのではないかと思いますので。

17番
寺田委員

大事なこっじゃじやなぁ。
Ｓ さんから入ってきたとで、払えば・・・

4番
木原委員

ま、そいが出くれば、そいに越したことはないですけど。



18番
安水委員

責任逃れじゃ無かたっどん、耕作放棄地解消事業をする段階になったからと相談しても
らえれば。こういうことで、こう言う話が来ているが、と言われれば、説明ができるんで
すけども。

事業自体が先に進んでいるというか、計画自体が進んでいるからですね、後から来てい
るもんですから。

委員会の中でもんでもらうしかないと思うんですけど・・・。

議 長 いいですか。
先ほども説明があったんですが、今回の耕作放棄地解消事業について、例えば、我がも

んを荒かして、他人のもんを借りてという、そんなところの点は、この会の中では何もも
まんでも良かとけな。

4番
木原委員

この件についてはを、前、田代の関係もあって認めているから、そんなに私は言えない
んだけど、おかしいち言えば、おかしたいば、仕様がねとをな。一度認めちょっで、こい
ばっかい認めんち言う訳にはいかんしを。

ただ、小作料がいけんかなぁ、ち思って。
前、私が局長をする頃、県から反当り何万円か交付金がもらえて、 Ｎ さんが相当借

りて、そんお金ばっかい貰ろて、小作料を払わんかったもんだから、それが滞納になっ
ちょとこいじゃっち知ってたから。

2番
鈴委員

今は、親父さんもだれっせえ、前面には出て来やれんし、今は、息子さんが一所懸命頑
張っちょいやっでを、何とか、改善していくんじゃないですか。

木原委員が言われるようなことはわからんでもないですけれども、まだ若けで、頑張っ
ち思もで、前向きに考えっくれた方が、良かとじゃねどかい。

8番
鍋委員

違法はないという、そういう風なことはしないというような、ある程度、農業委員の中
で説明とかして、了解を求めたうえで、事を進めないと。

例えば、私のときにも出ましたように、若いときに後継者もいたり、なしたりする時に
ですよ、そういう風なのがあったら、後には絶対認めませんよ、ち言うことになればヤミ
ちいうような形しかなくなるし、ちょっと、やっぱい、そういうところは考慮してあげた
方が良いんじゃないのかなぁちいう気がします。

議 長 やっぱり、担当調査委員が、問題ありません、ち言うわけだから、一応、放棄地になっ
てるわけやっで、農業委員が指導をするというような形にして、これを進めて行ってもら
わんな、やっぱい、問題ありません、は言うわけやっどが。

一言は、言うた方が良かかもなぁ。

18番
安水委員

実際の場合やれば、こういう事業にのってこんたれば、ヤミで借りてせんか、ち言う
ちょいわけをなぁ。利用権設定をせん方が良かわねどかいち言うとをな。

本当は、言うてはいかんたろうばっを、農業委員としては言ってはいかんたろうばっ、
そういう状況の中では、できたらもう、ヤミの方が良かた違ごどかいち言うんですけど。

ま、今回の場合は、こうやって事業にのってきた案件ですから仕方がない、どうしても
事業を先に進めるということになると思うんですよ。

2番
鈴委員

産業振興課の Ｓ さんけ、 Ｓ・Ｍ さんのこれなんか、一応、電話が来て、誰かに
貸して良かけち、話しをしっくいやったたっど。

18番
安水委員

私も他の人の名前も聞いてたんですけど、蓋を開けたら Ｋ さんちいうこちなってた
からですね。それは知らなかったんですけど。

6番
黒瀬委員

ひとつ、聞きたいんだけど。
自分で耕作してる。自分でしっかり管理して、きれいにされてるんですか。

18番
安水委員

はい。
１ヶ所、 Ｔ が荒れているというのは聞いたんですけど。

6番
黒瀬委員

いや、私のなんだけど、大根を作らせちょったっどん、全然引いてないわけをな。
どっか８反位。

18番
安水委員

これは、 Ｓ さんが代わりに・・・。



6番
黒瀬委員

もう、我がでは引かんち。

16番
畠中委員

Ｓ さんに売ったていう話のとこいじゃねとな。

6番
黒瀬委員

もう、引かんじち言うっせえ、電話が来たもんだから。
引かんち言うっせえに、うったってみたなら良か大根な入っちょらんかったちって、そ

して、もう引かんち言うごったや最後には引いたけどな。

2番
鈴委員

耕作放棄地解消事業は、良か事業やっど、今ずい困っちょったとが、藪にならんじ、イ
ノシシも出らんごっないし、笹原やってん、１ヶ所したたっどんから、一番真ん中けシキ
ミを植えっせえ、藪んなけっせえ、ふて目おちょったとこいが、今きれいになったなら、
良か風になったがを。

とにかく放棄地で藪んなっとが、今、一番のさんわけやっでを、やっぱい前向きにやっ
て行った方が良いんじゃないですか、いろいろあっどば。

18番
安水委員

今後ですね、 Ｓ さんにもちょっと語ったんですけど、できたら農業委員さんにも確
認をしてくださいというのは、お願いしたいんですけど。

2番
鈴委員

産業振興課の事業をする人達との連絡は取り合った方が良かちな思わいな。
あの人達がきばっくるいこちゃ良かっこじゃいばってんを。

18番
安水委員

本当に、頑張ってもろた良かこっじゃいばっな。

議 長 この件については、担当調査委員の方から、農業委員会でこういうことがありましたと
いうことを申し伝えるなり、連絡を取ってください。

この事業には、載せんないかんで。

議 長 他にありませんか。

16番
畠中委員

良いですか。
この事業というのは、前から田代からやってきてるんですけど、田代と同じ事業なんで

すか。

事務局 一緒です。

16番
畠中委員

だけど、お金の払出し、個人負担が田代はなかったって言う話を聞くんですけど。

18番
安水委員

一緒で、後は集積関係等がありますので、そこの違いはあります。

16番
畠中委員

１５％の負担があるとか。

18番
安水委員

ありますよ。

16番
畠中委員

田代もあったわけ。

18番
安水委員

元々あったんです。

3番
東郷委員

面積とか、場所でな。あったい、ねかったい。

18番
安水委員

元々あったんです。

事務局 面積に対する事業費に上限があって、それを超えれば負担が出てきます。
面積、事業費規模によって違ってきます。

議 長 他にありませんか。

委 員 （委員の中から「ありません」の声）



議 長 異議なしと認めます。 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規
定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち
受付番号３２３号から３３６号についてを採決します。

お諮りします。 議案第４６号のうち、受付番号３２３号から３３６号については、原
案のとおり決定することに異議ございませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１
３条第４項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請に
ついて」のうち、受付番号３２３号から３３６号については、原案のとおり許可すること
に決定しました。

ここで、○○番 Ｎ 委員の退室を求めます。 （ Ｎ 委員＝退室）

次に 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利
用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち、受付番号３３７号
から３４０号についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用
地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち、
受付番号３３７号から３４０号について、説明いたします。

事務局 受付番号３３７号から３４０号の貸し人は、 Ｋ・Ｆ さん、 Ｋ 市在住の方です。
申請地は、
３３７号が、田代川原字大迫ノ上５７６３番１、現況地目は田、地積は、１，４４４㎡
３３８号が、田代川原字大迫ノ上５７６３番２、現況地目は田、地積は、７７４㎡
３３９号が、田代川原字大迫ノ上５７６３番３、現況地目は田、地積は、９９７㎡
３４０号が、田代川原字大迫ノ上５７６３番４、現況地目は田、地積は、５６２㎡で、

４筆の合計は、３，７７７㎡となります。
貸付期間は、平成２６年２月２０日から平成３６年１２月１４日まで、小作料は、全部

で籾４俵となっています。
借り人は、 Ｎ・Ｋ さん、 Ｈ 自治会の方です。経営状況は、世帯員２、従事者

２、雇用が３人で９０日、自作地７，７２９㎡、小作地３１，７９１㎡で、生産牛、飼料
生産、水稲、園芸を主体にした経営をされています。

農業従事日数は、３００日、農業機械の所有状況は、トラクターが２台の他、コンバイ
ン、田植え機、管理機、モアがそれぞれ１台となっています。

担当調査員は、１番の近川委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、担当調査委員の調査報告をお願いいたしま
す。

受付番号３３７号から３４０号についてを、１番近川委員、お願いいたします。

1番
近川委員

３３７号から３４０号の借り人は、 Ｎ・Ｋ さんでございます。
ただ今、説明がございましたとおり、農業委員でもございまして、農地そのものも十分

な管理がされており、意欲と能力も十分持っております。
なんら問題はないと思います。

議 長 ありがとうございました。
ただ今、受付番号３３７号から３４０号について、担当調査委員から調査報告がありま

したが、質問、異議等はございませんか。

15番
落司委員

こん籾は、３０キロな。

1番
近川委員

３０キロです。

議 長 他にありませんか。



委 員 （委員の中から「ありません」の声）

議 長 異議なしと認めます。 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規
定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち
受付番号３３７号から３４０号についてを採決します。

お諮りします。 議案第４６号のうち受付番号３３７号から３４０号については、原案
のとおり決定することに異議ございませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１
３条第４項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請に
ついて」のうち、受付番号３３７号から３４０号については、原案のとおり許可すること
に決定しました。

ここで、○○番 Ｎ 委員の入室を許します。 （ Ｎ 委員＝入室）

続いて、○○番 Ｋ 委員の退室を求めます。 （ Ｋ 委員＝退室）

次に 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利
用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち、受付番号３４１号
についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用
地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち、受付番号３４
１号について、説明いたします。

受付番号３４１号の貸し人は、 Ｋ・Ｍ さん、 Ｓ 自治会の方です。
申請地は、
神川字才原６３６８番１、現況地目は畑、地積は、９，１６４㎡のうち６，０００㎡で

す。
貸付期間は、平成２６年２月２０日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、

１０アール当たり １万５千円となっています。
借り人は、 Ｋ・Ｒ さん、 Ｓ 自治会の方です。 Ｋ・Ｒ さんは、 Ｋ・Ｔ さ

んの息子さんで、後継者として新規就農されたところでありまして、今回、独立して、甘
しょを主体にした経営を開始されるものであります。経営状況は、世帯員１、従事者１
で、現在は、耕作農地はありません。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクターが３台、軽トラック、２
トントラックがそれぞれ２台、タイヤショベルが１台となっていますが、農業機械につい
ては、親が所有しているものを使用するものと思われます。

担当調査員は、１１番の宿利原委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、調査報告につきましては、１１番の宿利原が
いたします。

11番
宿利原委員

今、説明がありましたとおり、 Ｋ・Ｒ さんは Ｔ さんの二男坊で、後継者として
農作業に従事しております。

今まで、父親の Ｔ さんの方の手伝いをしておりましたが、今度は、自分でかんしょ
を作るということで、意欲と能力も十分持っておりますので、問題はないと思いますの
で、よろしくお願いいたします。

議 長 以上で、調査報告を終わりますが、質問、異議等はございませんか。

委 員 （委員の中から「ありません」の声）



議 長 異議なしと認めます。 「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規
定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち

受付番号３４１号についてを採決します。
お諮りします。 議案第４６号のうち受付番号３４１号については、原案のとおり決定

することに異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１
３条第４項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請に
ついて」のうち、受付番号３４１号については、原案のとおり許可することに決定しまし
た。

ここで、○○番 Ｋ 委員の入室を許します。 （ Ｋ 委員＝入室）

次に 「議案第４７号 非農地証明願について」を議題とします。
事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、 「議案第４７号 非農地証明願について」説明いたします。

事務局 資料は、本日の総会資料の５５ページになります。
受付番号６号の申請人は、 Ｏ さん、 Ｏ 自治会に拠点を置く事業体です。
申請地は、
１件目が、神川字西大塚９４４４番１３、地籍は、１，０９０㎡で、地目は、台帳では

田となっていますが、現況は雑種地であり、 Ｋ に給水するための貯水槽が設置されて
おります。

２件目は、神川字西大塚９４４４番１５、地籍は、１，２８９㎡で、地目は、台帳では
畑となっていますが、現況は山林であります。

会務報告でも報告しましたとおり、１７日に立ち合いを求め、現地の確認を行う予定で
ありましたが、都合が悪いとのことで１３日に事務局職員２名で、現地に出向き、土地の
状況についての説明を受けました。

これら２筆の土地については、既に売買されていたが、名義変更がなされていない事が
今回の地籍調査でわかり、名義の変更を急ぎたい意向があるようでした。

１７日に宿利原会長と調査委員の黒瀬さん、事務局職員２名で現地を確認し、１３日に
説明を受けた内容を伝えたところであります。

調査報告につきましては、６番の黒瀬委員にお願いします。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、担当調査委員の調査報告をお願いいたしま
す。

受付番号６号について、６番黒瀬委員、お願いいたします。

6番
黒瀬委員

はい、報告いたします。
ただ今、事務局から説明があったとおりでございます。１７日に現地の確認をいたしま

した。
現地の状況等につきましては、今、詳しく説明があったとおりでございます。
両側を山に挟まれた谷川沿いにあって、日照時間も短く、作物を作るにはかなり厳しい

条件のところでもあります。
手前の田んぼのところは、貯水槽がある関係で草刈等の管理はされておりますが、奥の

方の畑については、雑木が茂っていて、農地への復旧は困難であると思われることから、
非農地として認めざるを得ないといたしたものでございます。

以上です。

議 長 ありがとうございました。
ただ今、担当委員から調査報告がありましたが、質問、異議等はございませんか。

15番
落司委員

大尾かい下りったとこいと、中原かい上がっとこいの、あしこけ。
一番下ん、谷になったとこいの。こっちかい行けば右手側の。



6番
黒瀬委員

じゃっどな。
タンクなんどがあっとこいの、元の旧道のカーブんとこい。

2番
鈴委員

こいは、何で Ｋ が持っちょったとけ。

事務局 聞いたところによると、経緯はわかりませんが、買われたんだそうです。
買った時から耕作はしてなかったということです。
その後、 Ｋ が貯水槽を作るということで、売られたとのことで、転用とかの経緯に

ついてはわかりません。

6番
黒瀬委員

元々は、やっぱい、水関係のあれじゃなかったのかなぁ。

13番
鮫島委員

水利権ぬ押さえちょって、上せえ上ぐっとこいじゃなかったたろかい。

6番
黒瀬委員

じゃったたいかも。

議 長 他にありませんか。

委 員 （委員の中から「ありません」の声）

議 長 異議なしと認めます。 「議案第４７号 非農地証明願について」を採決します。
お諮りします。 議案第４７号については、原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、 「議案第４７号 非農地証明願について」原
案のとおり証明することに決定しました。

次に 「議案第４８号 錦江町農業委員会に対する事務委任規則の一部改正について」
を議題とします。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、 「議案第４８号 錦江町農業委員会に対する事務委任規則の一部改正につ
いて」説明いたします。

事務局 別途配布の資料をご覧ください。
この「錦江町農業委員会に対する事務委任規則」につきましては、平成２５年２月１４

日付で、規則制定に係る協議を求められ、２月の定例総会において、協議し、原案のとお
り承認することとしたものですが、

農地法第４条に基づく農地転用の許可の事務について、同法第４９条の規定による立ち
入り調査の権限が漏れていたため、一部改正の協議を求められたものです。

錦江町農業委員会に対する事務委任規則の 第８号中「第３号」を「第１号、第３号」
に改めるものです。 以上です。

議 長 只今、議案第４８号について、事務局から説明がありましたが、この件について質問、
異議等はございませんか。

事務局 いいですか。
第８号というのが、事務委任を受けている、立ち入り調査ができる案件というのを示し

ているんですが、それが、第３号からということは、第４条第５項の規定による国等の行
う農地の転用の協議、からしか入っていないので、一般的に出される農地法第４条第１項
のですね、許可申請に対するものも立ち入り調査の委任を受けるということで、それが、
漏れているから今回入れるということです。

１ごうをですね。普通に４条申請のあった分の立ち入り調査というのが抜けているとい
うことで。

議 長 よろしいですか。



委 員 （委員の中から「はい」の声）

議 長 異議なしと認めます。「議案第４８号 錦江町農業委員会に対する事務委任規則の一部
改正について」を採決します。

お諮りします。 議案第４８号については、原案のとおり決定することに異議ありませ
んか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第４８号 錦江町農業委員会に対する事
務委任規則の一部改正について」は、原案のとおり承認することに決定しました。

以上で平成２５年度第１１回錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了いたし
ます。

議長
（会長）

6番

7番

議事録調整者 折久木まり子


